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序
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○
　
本
稿
は
、
水
戸
家
庭
裁
判
所
下
妻
支
部
に
お
け
る
、
昭
和
三
七
年
度
の
家
事
調
停
事
件
の
資
料
を
中
心
に
、
家
事
調
停
の
実
態

を
、
検
討
・
紹
介
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
な
お
そ
の
さ
い
、
か
っ
て
私
が
、
家
事
資
料
研
究
会
（
代
表
者
、
我
妻
栄
教
授
）
の

一
員
と
し
て
、
調
査
・
報
告
し
た
、
右
下
妻
支
部
に
お
け
る
、
昭
和
二
三
、
二
四
年
度
の
実
態
と
比
較
し
な
が
ら
、
検
討
を
進
め
て

ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
右
下
妻
支
部
に
お
け
る
、
初
期
の
家
事
調
停
と
、
最
近
の
そ
れ
の
異
同
を
、
多
少
で
も
明
ら
か
に
出
来
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
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こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
唄
孝
一
教
授
（
東
京
都
立
大
）
の
有
形
、
無
形
の
御
指
導
と
御
援
助
を
賜
わ
っ
た
ほ
か
、
関
弥
一
郎
助

教
授
（
横
浜
国
立
大
）
の
御
協
力
を
賜
わ
り
、
さ
ら
に
、
当
下
妻
支
部
の
裁
判
官
お
よ
び
職
員
の
方
々
か
ら
も
手
厚
く
お
世
語
い
た

だ
い
た
。
以
上
の
方
々
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

目
　
水
戸
家
庭
裁
判
所
下
妻
支
部
が
、
昭
和
三
七
年
度
に
受
付
け
た
家
事
調
停
事
件
は
、
総
数
八
八
件
で
あ
る
。
同
支
部
は
、
昭
和

二
三
年
に
家
事
審
判
所
と
し
て
発
足
当
時
は
、
年
間
二
五
三
件
に
の
ぼ
る
家
事
調
停
事
件
を
受
付
け
た
の
で
あ
る
が
、
途
中
若
干
の

変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、
年
々
減
少
の
途
を
た
ど
り
、
本
三
七
年
度
は
一
〇
〇
件
を
下
廻
る
数
字
を
示
す
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
翌

三
八
年
に
は
、
ま
た
一
〇
三
件
を
受
付
け
て
い
る
。
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別　表　第　一
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陶
　
本
稿
は
、
家
事
調
停
事
件
を
、
次
の
四
種
に
分
類
し
て
、
そ
の
実
態
を
報
告
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
関
係
事
件
、
婚
姻
外

男
女
事
件
、
親
子
関
係
事
件
、
そ
の
他
の
事
件
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
事
件
の
当
事
者
の
身
分
関
係
を
基
準
と
し
た
種
別
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
事
件
の
当
事
者
の
身
分
関
係
を
基
準
に
細
別
す
る
と
、
右
の
各
事
件
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
。
第
一

に
、
婚
姻
関
係
事
件
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
Ａ
）
婚
姻
中
の
夫
と
妻
の
み
、
（
Ｂ
）
夫
と
妻
の
ほ
か
に
何
れ
か
の
父
母
な

ど
、
（
Ｃ
）
夫
と
妻
の
何
れ
か
と
他
方
の
父
母
な
ど
、
（
Ｄ
）
　
離
婚
後
の
夫
と
妻
の
関
係
、
（
Ｅ
）
　
配
偶
者
の
一
方
死
亡
後
の
関
係
、

で
あ
る
。
第
二
に
、
婚
姻
外
男
女
事
件
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
Ｆ
）
婚
姻
外
の
男
と
女
の
み
、
（
Ｇ
）
男
と
女
の
ほ
か
に

何
れ
か
の
父
母
な
ど
、
（
Ｈ
）
男
と
女
の
何
れ
か
と
他
方
の
父
母
な
ど
、
（
Ｉ
）
男
女
の
一
方
の
死
亡
後
の
関
係
、
で
あ
る
。
第
三

に
、
親
子
関
係
事
件
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
Ｊ
）
実
親
子
、
（
Ｋ
）
祖
父
母
と
孫
の
関
係
を
含
む
も
の
、
（
Ｌ
）
養
親
子
、

　
（
Ｍ
）
継
親
子
、
で
あ
る
。
第
四
に
、
そ
の
他
の
事
件
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
Ｎ
）
兄
弟
姉
妹
、
（
０
）
姻
族
関

係
を
含
む
も
の
、
（
Ｐ
）
そ
の
他
、
（
Ｑ
）
不
明
で
あ
る
。

　
次
に
、
右
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
昭
和
二
三
、
二
四
、
お
よ
び
三
七
年
の
件
数
の
分
布
を
み
て
お
こ
う
（
第
一
表
参
照
）
。
全
体
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第１表

と
し
て
み
る
と
、
初
期
（
二
三
、
二
四
年
）
に
比
し
て
、
最
近
（
三
七
年
）
は
、
総
件
数
が
少
な
い
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
多
様
性
に
と

ぼ
し
く
な
っ
て
い
る
。
各
類
型
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
気
付
か
れ
る
。
三
七
年
は
、
二
三
、
二
四
年
に
比
し
て
婚
姻
中
の

夫
と
妻
の
み
の
事
件
（
Ａ
）
の
、
全
体
に
占
め
る
割
合
が
、
き
わ
め
て
増
加
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
三
年
度
は
二
三
％
、
二
四

年
度
も
二
三
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
七
年
度
は
五
三
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
婚
姻
外
の
男
と
女
の
み
の
事
件
（
Ｆ
）
の
割

合
は
、
三
七
年
度
に
お
い
て
は
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
三
年
度
は
二
三
％
、
二
四
年
度
も
二
三
％
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
三
七
年
度
は
一
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
く
と
、
夫
と
妻
、
男
と
女
の
ほ
か
に
父
や
母
な
ど
が

当
事
者
と
な
る
事
件
（
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｇ
、
Ｈ
）
は
、
三
七
年
度
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
夫
と
妻
の
離
婚
後
や
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死
亡
後
の
関
係
（
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｉ
）
も
三
七
年
度
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
次
に
、
親
子
や
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
み
る
と
、
実

親
子
（
Ｊ
）
、
継
親
子
（
Ｍ
）
、
姻
族
関
係
を
含
む
も
の
（
０
）
な
ど
は
、
三
七
年
度
も
、
二
三
、
二
四
年
度
と
同
様
の
比
率
で
あ
る

が
、
養
親
子
（
Ｌ
）
、
兄
弟
姉
妹
（
Ｎ
）
の
関
係
は
、
三
七
年
度
に
も
あ
ら
わ
れ
て
は
い
る
が
、
比
率
は
減
少
し
て
い
る
。

糾
　
以
上
の
各
事
件
の
中
立
趣
旨
お
よ
び
終
局
の
態
様
は
、
以
下
の
各
章
で
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
全
体
の
終
局
の
態

様
に
つ
き
若
干
触
れ
て
お
こ
り
。
第
二
表
は
、
そ
れ
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
終
局
の
種
類
の
主
な
も
の
は
、
調
停
成
立
、
取
下
、
調
停
不
成
立
で
あ
る
。
各
年
度
の
全
事
件
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
右
の
終

局
の
各
種
類
の
間
の
割
合
に
は
、
さ
し
た
る
相
異
は
な
い
。
調
停
成
立
と
取
下
が
各
々
四
割
前
後
を
占
め
、
調
停
不
成
立
が
一
割
前
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第２表の一（23年）

後
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
身
分
関
係
別
の
類
型
に
つ
い
て
み
る
と
、
各
類
型
に
ょ
っ
て
、
終
局
の
種
別
の
割
合
が
や
や
異
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
く
つ
か
目
に
つ
く
点
を
摘
記
し
て
お
こ
う
。
Ａ
（
夫
と
妻
の
み
）
や
Ｆ
（
男
と
女
の
み
）
の
事
件
に
お
い
て

は
、
成
立
と
取
下
が
ほ
ぼ
同
率
で
、
不
成
立
が
か
な
り
低
い
率
で
第
三
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
の
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
特
に
二
三
、
二
四
年
に
お
け
る
Ｊ
（
実
親
子
）
事
件
は
こ
れ
と
異
る
傾
向
を
示
し
、
取
下
件
数
が
成
立
件
数
を
か
な
り

超
え
て
第
一
位
と
な
っ
て
い
る
（
但
し
、
三
七
年
度
に
は
も
は
や
こ
の
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
）
。
ま
た
、
Ｂ
（
夫
と
妻
の
他
何
れ
か
の
父
母
な

ど
）
事
件
と
、
Ｇ
（
男
と
女
の
他
に
何
れ
か
の
父
母
な
ど
）
事
件
を
比
較
す
る
と
、
特
に
二
三
、
二
四
年
度
に
お
い
て
は
、
両
者
で
成

立
と
取
下
の
順
位
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
関
係
で
父
母
な
ど
が
共
に
事
件
の
当
事
者
と
な
る
場
合
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㈲
　
調
停
申
立
か
ら
終
局
に
至
る
経
過
の
実
質
的
内
容
に
関
し
て
は
、
以
下
の
各
章
に
お
い
て
、
と
く
に
昭
和
三
七
年
度
の
事
件
を

－182－

に
は
、
取
下
が
成
立
よ
り
多
く
な
り
、
婚
姻
外
の
関
係
で
父
母
な
ど
が
当
事
者
と
な
る
と
、
成
立
が
取
下
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。



第３表　審理期間

第４表　調停回数

中
心
に
、
資
料
に
即
し
な
が
ら
紹
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
形
式
的
側
面
す
な
わ
ち
、
審
理
期
間
、
調
停
回
数
、
弁
護

士
に
よ
る
代
理
の
有
無
な
ど
に
触
れ
て
お
く
。
さ
し
あ
た
り
筆
者
の
手
元
に
は
、
昭
和
二
三
年
度
と
三
七
年
度
に
関
す
る
集
計
結
果

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
第
三
表
な
い
し
第
五
表
に
表
示
す
る
。
審
理
期
間
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
三
年
度
も
三
七
年
度
も
、
三
カ
月

以
内
に
終
局
に
達
し
て
い
る
事
件
が
最
も
多
い
こ
と
は
其
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
割
合
は
、
二
三
年
度
は
三
九
％
で
あ
る
の

に
対
し
、
三
七
年
度
は
四
八
％
に
達
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
二
三
年
度
は
三
七
年
度
に
比
し
て
、
一
ヵ
月
以
内
や
六
ヵ
月

以
内
の
期
間
を
要
し
た
事
件
も
か
な
り
多
く
、
審
理
期
間
が
多
様
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
調
停
回
数
に
つ
い
て
み

る
と
、
こ
こ
で
も
両
年
度
と
も
一
回
で
終
了
し
た
事
件
が
最
も
多
い
。
ま
た
第
二
位
が
二
回
で
終
了
し
た
事
件
で
あ
る
こ
と
も
共
通

し
て
い
る
。
た
だ
若
干
異
る
点
は
、
二
三
年
度
の
場
合
第
三
他
は
、
一
回
も
調
停
が
開
か
れ
な
い
で
終
了
し
た
事
件
で
あ
る
の
に
対

し
、
三
七
年
度
は
、
三
回
の
も
の
が
第
三
位
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
弁
護
士
代
理
の
有
無
に
つ
い
て
み
る
と
、
双
方
に
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第５表　弁護士代理の有無

る
調
停
記
録
（
申
立
書
、
調
書
、
調
査
官
報
告
書
、
調
停
条
項
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
る
）
を
閲
覧
し
検
討
す
る
と
い
う
方
法
も
、
そ
の
実
態

に
接
近
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
家
事
資
料
研
究
会
に
よ
る
全

国
調
査
以
来
、
一
貫
し
て
、
こ
の
最
他
の
方
法
で
調
査
を
進
め
て
き
た
し
、
今
後
も
こ
の
方
法
を
、
時
代
的
に
も
地
域
的
に
も
お
し

拡
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
家
事
調
停
記
録
の
形
式
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
。

　
三
七
年
度
の
記
録
の
場
合
、
各
事
件
に
お
い
て
、
ま
ず
、
第
一
図
の
如
き
表
紙
が
あ
り
、
そ
の
裏
に
第
二
図
の
如
き
記
載
が
あ

る
。
次
に
第
三
図
の
如
き
文
書
の
標
目
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
つ
づ
け
て
、
第
四
図
の
如
き
事
件
経
過
表
が
あ
る
。
各
図
と
も
、

第
一
号
事
件
の
記
載
例
を
記
入
し
て
お
い
た
（
但
、
人
名
は
す
べ
て
仮
名
）
。
こ
こ
迄
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事
件
で
共
通
で
あ
る

が
、
次
に
、
各
事
件
の
、
第
三
図
に
示
し
た
文
書
の
標
目
に
し
た
が
っ
た
文
書
が
列
挙
さ
れ
る
。

弁
護
士
の
い
な
い
事
件
が
両
年
度
と
も
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
共
通
し
て
い

る
。
こ
と
が
調
停
で
あ
る
た
め
に
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

丙
　
さ
て
最
後
に
、
本
稿
の
資
料
に
関
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。
家
事
調
停
の
実

態
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
す
る
場
合
の
方
法
な
い
し
資
料
に
は
、
種
々
の
も
の

が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
既
発
表
の
司
法
統
計
や
、
調
停
例
を
収
集
、
分
析
す

る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
ま
た
調
停
の
実
際
を
、
許
さ
れ
る
な
ら
ば
傍

聴
し
、
記
録
す
る
と
い
う
方
法
も
、
き
わ
め
て
有
効
な
調
査
方
法
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。
そ
れ
と
並
ん
で
、
各
家
庭
裁
判
所
に
一
定
期
間
保
存
さ
れ
て
い
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次
に
主
要
な
文
書
に
つ
き
、
そ
の
形
式
を
表
示
し
て
お
こ
う
。
申
立
書
は
、
す
べ
て
の
事
件
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
一
号
事
件

の
申
立
書
の
形
式
を
第
五
図
に
示
す
。
調
書
は
、
途
中
の
調
停
期
日
に
は
作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
記
経
過
表
（
第
四
図
）
へ
の
記
入

に
よ
っ
て
代
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
終
局
の
調
停
期
目
に
つ
い
て
だ
け
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
、
調
停
の
成
立
と

不
成
立
で
異
る
。
成
立
の
場
合
の
調
書
を
第
六
図
に
、
不
成
立
の
場
合
を
第
七
図
に
示
す
。
と
こ
ろ
で
、
終
局
が
取
下
と
な
っ
た
場

合
は
、
取
下
書
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
形
式
を
第
八
図
に
示
す
。
な
お
、
そ
の
ほ
か
、
調
査
官
に
た
い
す
る
審
判
官
の
調
査
命
令
書

　
（
第
九
図
）
と
こ
れ
に
対
す
る
調
査
官
の
報
告
書
（
第
十
図
）
を
掲
げ
る
。
以
上
各
図
に
つ
き
記
入
例
も
あ
る
程
度
併
せ
て
示
し
た

が
、
人
名
、
住
所
等
は
す
べ
て
仮
の
も
の
で
あ
る
。
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第　　１　　図
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第　　２　　図
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第　　３　　図

― 188 ―



第　　４　　図
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第　　５　　図
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第　　６　　図
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第　　７　　図
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第　　８　　図

第　　９　　図
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第10図の１

第10図の２ 第10図の４

第10図の３ 第10図の５

第10図の６

― 194 ―



第６表　Ａ事件

第７表　Ｂ事件

○
　
本
稿
で
婚
姻
関
係
事
件
と
称
す
る
も
の
の
内
に
は
、
Ａ
事
件
な
い
し
Ｅ
事
件
の
五
種
類
が
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
。
す

な
わ
ち
、
（
Ａ
）
婚
姻
中
の
夫
と
妻
の
み
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
事
件
、
（
Ｂ
）
夫
と
妻
の
ほ
か
に
何
れ
か
の
父
母
が
当
事
者
と
な

っ
て
い
る
事
件
、
（
Ｃ
）
夫
と
妻
の
何
れ
か
と
他
方
の
父
母
な
ど
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
事
件
、
（
Ｄ
）
離
婚
後
の
夫
と
妻
の
あ
い

だ
の
事
件
、
（
Ｅ
）
配
偶
者
の
一
方
死
亡
後
の
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
Ａ
な
い
し
Ｅ
事
件
の
実
さ
い
の
内
容
は
、
さ
ら
に
多

様
で
あ
る
。
Ａ
な
い
し
Ｅ
の
実
さ
い
の
当
事
者
の
構
成
を
、
第
六
表
な
い
し
第
一
〇
表
に
表
示
し
て
お
こ
う
。
併
せ
て
二
三
、
二

四
、
三
七
の
各
年
度
の
該
当
件
数
を
掲
げ
て
お
く
。
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第８表　Ｃ事件

第９表　Ｄ事件

第10表　Ｅ事件

目
　
婚
姻
中
の
夫
と
妻
の
み
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
事
件
（
Ａ
）
に
は
、
申
立
人
が
夫
の
事
件
と
、
妻
の
事
件
が
あ
る
こ
と
は
。

い
う
迄
も
な
い
。
各
年
度
と
も
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
事
件
が
、
申
立
人
夫
の
事
件
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
割

合
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
三
、
二
四
年
当
時
よ
り
、
三
七
年
の
ほ
う
が
、
両
者
の
差
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
て
、
三
七
年

度
の
事
件
を
中
心
に
ひ
と
通
り
各
事
件
を
み
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
各
年
度
を
通
じ
て
、
申
立
の
内
容
と
、
調
停
の

結
果
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

ｍ
　
申
立
　
第
一
に
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
事
件
に
つ
い
て
、
第
二
に
申
立
人
夫
、
相
手
方
妻
の
事
件
に
つ
い
て
、
申
立
の
内
容
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を
紹
介
す
る
。
ｍ
　
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
事
件
。
申
立
の
内
容
は
、
三
種
に
大
別
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
の
継
続
、
継
続

と
離
婚
の
い
ず
れ
か
の
選
択
、
離
婚
の
三
種
で
あ
る
。
継
続
的
申
立
の
中
に
は
、
同
居
、
協
力
、
扶
助
の
履
行
を
求
め
る
も
の
と
、

反
対
に
別
居
を
求
め
る
（
し
か
し
離
婚
は
し
な
い
）
も
の
、
そ
の
ほ
か
、
と
く
に
い
づ
れ
と
も
明
示
せ
ず
、
一
般
的
に
調
整
を
求
め
る

も
の
と
の
三
種
類
が
あ
る
。
継
続
か
離
婚
か
の
選
択
を
求
め
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
第
一
に
円
満
な
同
居
、
協
力
を
求
め
る
が
、

そ
れ
が
不
可
能
な
ら
相
当
の
財
産
分
与
ま
た
は
慰
籍
料
を
支
払
の
う
え
離
婚
を
求
め
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
離
婚
を
申
立

て
る
場
合
に
は
、
離
婚
の
み
を
求
め
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
多
く
は
、
同
時
に
子
の
処
置
、
慰
籍
料
、
財
産
分
与
、
子
の
養
育

費
な
ど
の
一
つ
あ
る
い
は
数
項
目
を
合
せ
て
求
め
て
い
る
。
第
一
一
表
は
、
各
年
度
に
お
け
る
申
立
の
内
容
の
分
布
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
離
婚
と
子
の
処
置
や
慰
籍
料
な
ど
が
併
せ
て
申
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
子
の
処
置
、
慰

籍
料
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
延
数
を
、
さ
ら
に
第
一
二
表
に
表
示
し
て
お
い
た
。
以
下
こ
れ
に
つ
き
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お

　
継
続
を
求
め
る
事
例
で
は
、
二
三
、
二
四
年
に
は
、
同
居
や
別
居
を
明
示
的
に
申
立
て
る
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
三
七
年
に
は
、

こ
の
種
の
も
の
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
す
べ
て
一
般
的
に
調
整
を
求
め
る
趣
旨
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
継
続
と
離
婚
を
選
択
的
に

申
立
て
る
事
件
は
、
二
三
、
二
四
年
に
は
か
な
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
三
七
年
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
離
婚
の
み
を
求
め
る
事

件
が
若
干
数
あ
る
こ
と
、
離
婚
に
併
せ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
が
、
子
の
処
置
（
そ
の
内
容
は
、
親
権
者
の
決
定
と
か
子
の
取
引
者
の
決
定

で
あ
る
）
と
、
慰
藉
料
、
財
産
分
与
な
ど
の
名
目
に
よ
る
金
品
で
あ
る
こ
と
は
、
二
三
、
二
四
年
も
、
三
七
年
も
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
、
金
品
の
名
目
と
し
て
は
、
三
七
年
度
に
な
っ
て
も
、
な
お
慰
籍
料
が
財
産
分
与
よ
り
有
力
で
あ
る
こ
と
（
第
一
二
表
）
は
、

多
少
興
味
が
あ
る
。
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㈲
　
申
立
人
夫
、
相
手
方
妻
。
こ
の
場
合
も
、
申
立
趣
旨
の
類
型
は
、
申
立
人
妻
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
各
年
度
の
分
布
は
、
第

一
三
お
よ
び
第
一
四
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
離
婚
に
併
せ
て
金
品
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
ご
く
ま
れ
で
あ
り
、
併

せ
て
求
め
ら
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
子
の
処
置
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

第11表　申立（申立人妻，相手方夫）

第12表　申立（申立人妻，相手方夫）
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第13表　申立（申立人夫，相手方妻）

第14表　申立（申立人夫，相手方妻）

㈲
　
結
果
　
結
果
に
つ
い
て
も
、
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
場
合
と
、
申
立
人
夫
、
相
手
方
妻
の
場
合
に
区
別
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

困
　
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
。
結
果
は
、
調
停
成
立
、
取
下
、
調
停
不
成
立
の
ほ
か
、
調
停
を
し
な
い
旨
の
決
定
や
移
送
回
付
な
ど

い
く
つ
か
の
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
各
年
度
を
通
じ
て
、
前
三
者
の
み
に
数
字
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
各
年
度
と
も
、
そ
の
順
位

は
、
取
下
、
調
停
成
立
、
調
停
不
成
立
と
な
っ
て
お
り
、
調
停
成
立
の
う
ち
で
は
、
継
続
的
結
果
と
な
っ
た
も
の
は
ご
く
少
数
で
、

ほ
と
ん
ど
は
、
離
婚
と
な
っ
て
い
る
。
離
婚
が
成
立
し
た
場
合
は
、
そ
れ
に
附
随
し
て
、
子
の
処
置
や
慰
籍
料
、
財
産
分
与
等
の
定

め
が
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
単
独
に
で
は
な
く
、
何
種
目
か
組
合
さ
れ
て
調
停
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る

（
以
上
第
一
五
表
参
照
）
。
そ
の
さ
い
離
婚
に
併
せ
て
定
め
ら
れ
た
項
目
の
延
数
は
、
第
一
六
表
に
表
示
し
て
お
い
た
。
子
の
処
置
に
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第15表　結果（申立人妻，相手方夫）
関
す
る
も
の
が
多
く
、
金
品
の
授
与
の
さ
い
の
名
目
は
、
二
三
、
二
四
年
当
時
は
慰
籍
料
が
多
か
っ
た
が
、
三
七
年
に
は
、
件
数
そ

の
も
の
が
少
な
い
と
は
い
え
、
財
産
分
与
が
慰
籍
料
と
同
数
に
な
っ
て
い
る
。

㈲
　
申
立
人
夫
、
相
手
方
妻
。
結
果
の
類
型
は
、
申
立
人
妻
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
申
立
人
妻
の
事
件
と
異
る
点

は
、
各
年
度
を
通
じ
て
、
調
停
成
立
が
も
っ
と
も
多
く
、
取
下
と
不
成
立
が
ほ
ぼ
同
数
で
こ
れ
に
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
調

停
成
立
の
う
ち
で
、
継
続
と
な
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
部
分
離
婚
が
成
立
し
て
い
る
点
は
、
申
立
人
妻
の
場
合
と
異
ら
な

い
。
結
果
の
延
数
（
第
一
八
表
）
に
お
い
て
、
子
の
処
置
に
関
す
る
事
項
が
も
っ
と
も
多
い
点
も
、
申
立
人
妻
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
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第17表　結果（申立人夫，相手方妻）

第16表　結果（申立人妻，

相手方夫）

第18表　結果（申立人夫，

相手方妻）
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㈲
　
次
に
昭
和
三
七
年
度
の
Ａ
事
件
を
個
別
的
に
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
Ａ
事
件
は
そ
の
数
が
多
く
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
す
べ
て
を

採
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
一
部
の
み
を
例
示
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
余
の
部
分
は
、
い
ず
れ
本
稿
の
資
料

編
に
お
い
て
紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
以
下
、
第
一
に
、
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
事
件
の
う
ち
か
ら
、
若
干
を
採
り
あ
げ
よ

う
。
次
に
申
立
人
夫
、
相
手
方
妻
の
事
件
の
な
か
か
ら
若
干
を
紹
介
す
る
。
（
三
七
ｌ
八
○
は
、
三
七
年
家
（
イ
）
第
八
○
号
事
件
を
示

す
。
以
下
同
様
。
）

困
　
申
立
人
妻
、
相
手
方
夫
の
事
件
。
三
七
年
度
に
は
、
こ
の
種
の
事
件
は
三
〇
件
あ
る
。
申
立
趣
旨
と
し
て
婚
姻
の
継
続
（
一
般

的
調
整
）
を
求
め
る
も
の
が
五
件
あ
る
。
こ
の
う
ち
調
停
が
成
立
し
た
も
の
が
一
件
（
三
七
ｌ
八
〇
）
、
取
下
に
終
っ
た
も
の
が
四
件

　
（
三
七
ｌ
一
、
三
七
ｌ
四
二
、
三
七
ｌ
七
六
、
三
七
ｌ
八
三
）
で
あ
る
。
次
に
こ
の
う
ち
、
成
立
し
た
第
八
〇
号
事
件
と
、
取
下
と
な
っ

た
も
の
の
例
と
し
て
第
一
号
事
件
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
　
〔
三
七
ｌ
八
〇
〕
本
件
は
、
妻
Ｘ
（
昭
和
八
年
八
月
一
日
生
）
が
、
夫
Ｙ
（
昭
和
七
年
一
二
月
五
日
生
）
を
相
手
方
と
し
て
、
三
七
年

一
二
月
六
日
に
申
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
三
回
の
調
停
が
お
こ
な
わ
れ
、
三
回
目
の
三
八
年
一
月
一
〇
日
に
調
停
が
成
立
し
た
。
妻

Ｘ
の
申
立
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
申
立
人
と
相
手
方
間
に
於
け
る
家
庭
内
の
紛
議
の
調
整
に
つ
き
御
調
停
を
求
め
ま
す
」
。
妻

Ｘ
に
よ
る
と
事
件
の
実
情
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
一
、
申
立
人
は
相
手
方
と
昭
和
三
六
年
三
月
二
九
日
に
婚
姻
し
…
…

以
下
四
十
数
字
不
明
…
…
た
の
で
あ
り
ま
す
。
申
立
人
が
相
手
方
と
夫
婦
に
な
っ
た
際
相
手
方
は
兄
Ａ
方
の
手
伝
を
一
ヶ
年
間
す
る

約
束
で
あ
っ
た
の
で
申
立
人
は
相
手
方
と
共
に
約
束
通
り
手
伝
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
Ａ
夫
婦
義
母
Ｂ
等
は
自
分
勝
手
の
我
儘
な
性

質
で
申
立
人
等
を
牛
馬
の
ご
と
く
酷
使
し
そ
の
上
親
族
の
者
と
共
謀
し
て
申
立
人
等
夫
婦
の
家
庭
生
活
に
ま
で
口
を
出
し
夫
婦
を
離

間
す
る
様
な
言
動
を
し
た
り
義
母
Ｂ
義
姉
Ｃ
等
は
申
立
人
に
対
（
し
）
暴
力
を
加
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
二
、
上
記
の
様
な
こ
と
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が
原
因
で
是
迄
度
々
申
立
人
と
相
手
方
間
に
紛
議
が
起
き
た
の
で
あ
る
が
最
近
に
至
り
相
手
方
が
紛
議
（
の
）
末
乱
暴
す
る
の
で
実

家
に
参
り
厄
介
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
三
、
以
上
の
ご
と
き
事
情
な
る
を
以
っ
て
紛
議
を
調
整
し
円
満
に
家
庭
生
活
を
為
し
う

る
よ
う
調
停
を
求
め
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
」
第
一
回
調
停
（
三
七
年
一
二
月
一
七
日
）
に
つ
い
て
、
本
件
経
過
表
は
、
「
双
方
に
調
停

を
試
み
た
が
、
未
だ
成
立
に
至
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
第
二
回
調
停
（
一
二
月
二
四
日
）
に
つ
い
て
は
、
「
双
方
に
調
停
を
試
み

た
と
こ
ろ
、
離
婚
す
る
方
向
に
話
合
が
進
ん
だ
が
、
慰
藉
料
の
点
で
成
立
に
至
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
第
三
回
の
調
停
（
三
八
年
一

月
一
〇
日
）
に
、
次
の
よ
う
な
調
停
条
項
に
よ
り
調
停
が
成
立
し
た
。
「
一
、
申
立
人
と
相
手
方
と
は
、
本
日
調
停
離
婚
す
る
。
当

事
者
間
の
長
男
Ｄ
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
五
日
生
）
の
親
権
者
を
相
手
方
と
す
る
。
二
、
当
事
者
双
方
は
今
後
本
件
に
関
し
相
互
に
財

産
分
与
損
害
賠
償
等
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
財
産
上
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
。
三
、
調
停
費
用
は
各
自
弁
の
こ
と
。
」

〔
三
七
ｌ
一
〕
本
件
は
、
妻
Ｘ
（
昭
和
八
年
七
月
一
九
日
生
）
が
夫
Ｙ
（
昭
和
六
年
九
月
一
七
日
生
）
　
を
相
手
方
と
し
て
、
昭
和
三
七
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年
一
月
八
日
に
申
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
調
停
は
一
回
も
開
か
れ
ず
。
同
年
一
月
一
九
日
に
、
妻
Ｘ
か
ら
取
下
げ
ら
れ
た
。
妻
Ｘ
の

申
立
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
申
立
人
と
相
手
方
と
の
夫
婦
関
係
と
そ
の
生
活
に
つ
い
て
の
調
整
に
つ
い
て
の
御
調
停
を
求
む

る
。
」
妻
Ｘ
に
よ
れ
ば
、
事
件
の
実
情
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
一
、
申
立
人
と
相
手
方
は
昭
和
三
二
年
三
月
二
五
日
婚
姻

し
申
立
人
は
相
手
方
に
入
り
相
手
方
と
夫
婦
と
し
て
同
棲
し
相
手
方
の
父
母
と
同
居
し
そ
の
家
業
で
あ
る
金
物
の
業
務
に
従
事
し
て

働
き
ま
た
こ
の
夫
婦
間
に
は
子
二
人
を
儲
け
大
い
に
働
い
て
子
供
ら
の
養
育
を
し
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
二
、
と
こ
ろ
が
如
何

な
る
訳
か
母
親
の
気
嫌
を
そ
こ
ね
た
も
の
と
み
え
反
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
常
に
母
親
か
ら
叱
ら
れ
て
ば
か
り
で
何
ん
と
し
て
も
そ

の
気
嫌
を
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
苦
心
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
三
、
そ
し
て
最
近
で
は
到
底
堪
ら
な
い
状
態
な
の
で
あ
り
ま

す
。
四
、
斯
る
状
態
で
は
申
立
人
は
母
か
ら
虐
め
ら
れ
て
我
慢
し
か
ね
る
の
で
あ
り
ま
す
。
五
、
よ
っ
て
こ
の
事
に
つ
い
て
は
相
手

方
と
相
談
し
た
の
で
す
が
当
事
者
で
は
親
達
と
別
居
す
る
こ
と
が
よ
い
と
話
合
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
相
手
方
と
し
て
も
親
の
手

前
申
立
人
と
の
相
談
通
り
は
履
行
で
き
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
た
こ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
離
婚
の
一
歩
手
前
と
い
う
場
合
に
差
し
か

か
っ
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
申
立
人
ら
夫
婦
間
の
夫
婦
干
係
に
つ
い
て
適
当
の
よ
う
に
…
…
数
字
不
明
…
…
調
停
を
求
め
る
次
第
で

す
。
」
一
月
一
九
日
付
の
妻
Ｘ
の
取
下
書
に
は
、
「
当
事
者
に
お
い
て
解
決
し
た
の
で
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
ほ
か
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
こ
こ
で
そ
の
全
体
を
採
り
上
げ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
申
立
趣
旨
と
結
果

の
み
を
簡
単
に
摘
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
〔
三
七
ｌ
四
二
〕
妻
Ｘ
が
夫
Ｙ
に
対
し
申
立
て
た
事
件
。
調
停
を
一
回
も
開
か
ず
、
妻
Ｘ
か
ら
取
下
。
申
立
趣
旨
は
、
「
夫
Ｙ
に
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飲
酒
暴
行
癖
あ
り
、
争
い
が
絶
え
な
い
か
ら
、
円
満
な
家
庭
生
活
が
営
め
る
よ
う
調
整
方
の
御
調
停
を
求
む
」
と
い
う
も
の
。

　
　
〔
三
七
―
七
六
〕
妻
Ｘ
が
夫
Ｙ
に
対
し
申
立
て
た
事
件
。
二
回
の
調
停
の
後
、
妻
Ｘ
か
ら
取
下
げ
ら
れ
た
。
取
下
書
に
は
、
「
円

満
解
決
し
た
る
に
よ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
妻
Ｘ
の
申
立
の
趣
旨
は
、
「
申
立
人
と
相
手
方
の
夫
婦
間
の
紛
争
に
つ
い
て
円
満
に

解
決
す
る
よ
う
調
整
す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
調
停
を
求
め
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
〔
三
七
ｌ
八
三
〕
妻
Ｘ
か
ら
夫
Ｙ
に
対
し
申
立
て
た
事
件
。
調
停
一
回
の
後
、
妻
Ｘ
か
ら
、
「
都
合
に
よ
り
Ｌ
取
下
げ
た
。
妻
Ｘ

の
申
立
趣
旨
は
、
「
申
立
人
と
相
手
方
と
の
夫
婦
関
係
の
調
整
す
る
こ
と
、
上
記
の
条
項
に
つ
い
て
然
る
べ
き
御
調
停
を
求
め
ま
す
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
本
件
に
は
、
調
査
官
の
調
査
報
告
書
が
あ
る
。

　
本
稿
は
、
昭
和
四
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
個
人
研
究
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
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